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報道関係者 各位 

 
職員の制裁（令和７年度下半期分）について 

 

令和７年度下半期（令和７年１０月～令和８年３月）に行った職員の制裁処分（戒告）を公表

します。 

 

※ 日本年金機構では、戒告以上の制裁処分を行った場合には公表（被害者のプライバシー等を侵害

するおそれがある場合を除く。）することとしています。なお、制裁処分のうち、戒告処分については、

原則半期ごとに一括して公表することにしています。 

 

事案 被処分者（※） 
制裁 

内容 
制裁日 制裁事由（事案の概要） 

１ 
倉吉年金事務所 

一般職 （５０代） 
戒告 １１月２７日 

道路交通法違反に抵触する行為があ

ったもの 

２ 
本部 

グループ長 （５０代） 
戒告 １２月２６日 無許可の兼業を行っていたもの 

３ 
直方年金事務所 

一般職 （５０代） 
戒告 ２月２５日 

厚生年金保険料等に係る不適切な事

務処理を行っていたもの 

４ 
直方年金事務所 

所長 （５０代） 
戒告 ２月２５日 

厚生年金関係の事務処理誤りについ

て、本部に報告していなかったもの 

※ 被処分者の所属・役職は行為時のもの 

以  上 

令和８年５月２９日 

（照会先） 

コンプライアンス部  

コンプライアンスグループ長  杉浦 崇博 

参事役  平原 真樹 

(電話直通 ０３－５３４４－１１１２） 

経営企画部広報室長      金澤 美保 

(電話直通 ０３－６８９７－８０９２） 

 


